
 

      

議第５８号 

 

 令和５年度酒田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和５年度酒田市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,420千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ10,322,669千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して

使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為への追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

  令和５年９月２９日  提 出 

 

                      酒田市長  矢 口 明 子 
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3 36 180 216

1 国庫補助金 36 180 216

6 1,202,635 △180 1,202,455

2 基金繰入金 471,315 △180 471,135

7 2 10,420 10,422

1 繰越金 2 10,420 10,422

10,312,249 10,420 10,322,669

国庫支出金

繰入金

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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2 7,558,905 0 7,558,905

4 出産育児諸費 18,008 0 18,008

3 2,407,461 0 2,407,461

1 医療給付費分 1,582,898 0 1,582,898

6 249 10,420 10,669

1 基金積立金 249 10,420 10,669

10,312,249 10,420 10,322,669

歳　　出

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

基金積立金

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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１　総　　括

（歳　　入）

3 国庫支出金 36 180 216

6 繰入金 1,202,635 △180 1,202,455

7 繰越金 2 10,420 10,422

10,312,249 10,420 10,322,669歳　　入　　合　　計

 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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（歳　　出）

地　方　債 そ　の　他

2 保険給付費 7,558,905 0 180 △180

3 国民健康保険事業費納付金 2,407,461 0 △180 180

6 基金積立金 249 10,420 10,420 0

10,312,249 10,420 180 0 10,240 0歳　　出　　合　　計 10,322,669

7,558,905

2,407,461

10,669

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円 千円
国県支出金

計

 千円  千円

款 補正前の額

 千円

補　正　額
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国民健康保険特別会計

2 10,420 10,422計

付金繰越金

療養給付費交 10,4201

　７款　繰越金 10,420千円

　１項　繰越金 10,420千円

1 2 10,420 10,422繰越金

471,315 △180 471,135計

繰入金

財政調整基金

国民健康保険 △1801

　６款　繰入金 △180千円

　２項　基金繰入金 △180千円

1 471,315 △180 471,135基金繰入金

36 180 216計

金

時金臨時補助

等出産育児一

健康保険組合 1801

２　　歳    入

2 0 180 180健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金

 千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

　３款　国庫支出金

　１項　国庫補助金

 千円

180千円

180千円

 千円

目 補正前の額 補　正　額 計
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国民健康保険特別会計

010,669249 10,420計 0 10,4200

基金積立金

10,420　　　国民健康保険財政調整基金積立金険財政調整
10,420  1 国民健康保険財政調整基金積立金

○国保年金課10,420 10,420積立金2410,4201 国民健康保 249 10,669

10,420千円　６款　基金積立金

　１項　基金積立金 10,420千円

1801,582,8981,582,898 0計 0 △1800

費分

者医療給付

財源更正△180 18001 一般被保険 1,582,898 1,582,898

0千円　３款　国民健康保険事業費納付金

　１項　医療給付費分 0千円

△18018,00818,008 0計 180 00

180

時金 国庫支出金

財源更正180 △180

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

　２款　保険給付費

　４項　出産育児諸費 0千円

01 出産育児一 18,000 18,000

0千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

目 補正前の額

 千円

補正額

地方債

計
区　　分

 千円 千円  千円  千円

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

３　　歳    出

 千円  千円 千円 千円
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議第５９号 

 

 令和５年度酒田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和５年度酒田市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ1,500,624千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して

使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為への追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

  令和５年９月２９日  提 出 

 

                      酒田市長  矢 口 明 子 
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3 437,587 △2,965 434,622

1 一般会計繰入金 437,587 △2,965 434,622

4 1 2,989 2,990

1 繰越金 1 2,989 2,990

1,500,600 24 1,500,624

繰入金

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 14,537 24 14,561

2 徴収費 5,159 24 5,183

2 1,483,317 0 1,483,317

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,483,317 0 1,483,317

1,500,600 24 1,500,624

歳　　出

総務費

納付金

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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１　総　　括

（歳　　入）

3 繰入金 437,587 △2,965 434,622

4 繰越金 1 2,989 2,990

1,500,600 24 1,500,624歳　　入　　合　　計

 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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（歳　　出）

地　方　債 そ　の　他

1 総務費 14,537 24 24

2 納付金 1,483,317 0 24 △24

1,500,600 24 0 0 24 0歳　　出　　合　　計 1,500,624

14,561

1,483,317

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円 千円
国県支出金

計

 千円  千円

款 補正前の額

 千円

補　正　額
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後期高齢者医療事業特別会計

1 2,989 2,990計

前年度繰越金 2,9891

　４款　繰越金 2,989千円

　１項　繰越金 2,989千円

1 1 2,989 2,990繰越金

437,587 △2,965 434,622計

金

事務費等繰入 △2,9651

２　　歳    入

1 437,587 △2,965 434,622一般会計繰入金

 千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

　３款　繰入金

　１項　一般会計繰入金

 千円

△2,965千円

△2,965千円

 千円

目 補正前の額 補　正　額 計
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後期高齢者医療事業特別会計

△241,483,3171,483,317 0計 0 240

合納付金

医療広域連

財源更正24 △2401 後期高齢者 1,483,317 1,483,317

0千円　２款　納付金

　１項　後期高齢者医療広域連合納付金 0千円

245,1835,159 24計 0 00

24　　　会計年度任用職員報酬
24  1 保険料徴収事業

○国保年金課24 24報酬1

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

　１款　総務費

　２項　徴収費 24千円

241 徴収費 5,159 5,183

24千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

目 補正前の額

 千円

補正額

地方債

計
区　　分

 千円 千円  千円  千円

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

３　　歳    出

 千円  千円 千円 千円
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 (人)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)

(2)

0 2,686 517 3,203 329 3,532

(2)

0 2,662 517 3,179 329 3,508

(0)

0 24 0 24 0 24

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

管理職 扶　養 住　居 通  勤 単  身 特  殊 特　地 時間外 宿日直

赴  任 勤  務 勤　務 勤  務

手  当 手  当 手　当 手  当 手  当 手  当 手　当 手  当 手　当

 (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)

補正後

補正前

比　較

管理職員 期  末 勤　勉 寒冷地 教  員 地　域 児　童 退  職

特別勤務 特  別

手　　当 手　当 手　当 手  当 手  当 手  当 手  当 手  当

 (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)  (千円)

補正後 517 517

補正前 517 517

比　較 0 0

職　員

手当の

内　訳

計
区　分

 補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

１　一　 般 　職

(1) 総　　　　括

区　　　　分

 給　　　　　　   与　 　　　　　  費

備      考職員数 共済費 合  計
報  酬 給  料  職員手当 計

補 正 後

会計年度任用職員以外の

職員数　0人

補 正 前

会計年度任用職員以外の

職員数　0人

比　  較

職　員

手当の

内　訳

 区　分

- 273 -
後期高齢者医療事業特別会計
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議第６０号 

 

 令和５年度酒田市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和５年度酒田市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ397,676千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ13,689,174千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して

使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為への追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

  令和５年９月２９日  提 出 

 

                      酒田市長  矢 口 明 子 
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8 113,493 397,676 511,169

1 繰越金 113,493 397,676 511,169

13,291,498 397,676 13,689,174

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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4 115 213,798 213,913

1 基金積立金 115 213,798 213,913

5 116,648 183,878 300,526

1 償還金及び還付加算金 116,648 183,878 300,526

13,291,498 397,676 13,689,174

歳　　出

基金積立金

諸支出金

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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１　総　　括

（歳　　入）

8 繰越金 113,493 397,676 511,169

13,291,498 397,676 13,689,174歳　　入　　合　　計

 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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（歳　　出）

地　方　債 そ　の　他

4 基金積立金 115 213,798 213,798 0

5 諸支出金 116,648 183,878 183,878 0

13,291,498 397,676 0 0 397,676 0歳　　出　　合　　計 13,689,174

213,913

300,526

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円 千円
国県支出金

計

 千円  千円

款 補正前の額

 千円

補　正　額
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介護保険特別会計

113,493 397,676 511,169計

前年度繰越金 397,6761

２　　歳    入

1 113,493 397,676 511,169繰越金

 千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

　８款　繰越金

　１項　繰越金

 千円

397,676千円

397,676千円

 千円

目 補正前の額 補　正　額 計
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介護保険特別会計

0300,526116,648 183,878計 0 183,8780

及び割引料 183,878　　　償還金
183,878  1 介護給付費等返還金

○高齢者支援課183,878 183,878償還金、利子22183,8782 償還金 113,493 297,371

183,878千円　５款　諸支出金

　１項　償還金及び還付加算金 183,878千円

0213,913115 213,798計 0 213,7980

立金

213,798　　　介護給付費準備基金積立金準備基金積
213,798  1 介護給付費準備基金積立金

○高齢者支援課213,798 213,798積立金24

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

　４款　基金積立金

　１項　基金積立金 213,798千円

213,7981 介護給付費 115 213,913

213,798千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

目 補正前の額

 千円

補正額

地方債

計
区　　分

 千円 千円  千円  千円

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

３　　歳    出

 千円  千円 千円 千円
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議第６１号 

 

 令和５年度酒田市風力発電事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和５年度酒田市の風力発電事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29,098千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ476,404千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。明許費） 

第２条 地 

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為への追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

  令和５年９月２９日  提 出 

 

                      酒田市長  矢 口 明 子 
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3 1 29,098 29,099

1 繰越金 1 29,098 29,099

447,306 29,098 476,404

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 140,939 △8,527 132,412

1 風力発電事業費 140,939 △8,527 132,412

2 107,482 18,813 126,295

1 基金積立金 107,482 18,813 126,295

4 107,481 18,812 126,293

1 一般会計繰出金 107,481 18,812 126,293

447,306 29,098 476,404

歳　　出

風力発電事業費

基金積立金

諸支出金

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

- 3 -



１　総　　括

（歳　　入）

3 繰越金 1 29,098 29,099

447,306 29,098 476,404歳　　入　　合　　計

 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

- 4 -



（歳　　出）

地　方　債 そ　の　他

1 風力発電事業費 140,939 △8,527 △8,527 0

2 基金積立金 107,482 18,813 18,813 0

4 諸支出金 107,481 18,812 18,812 0

447,306 29,098 0 0 29,098 0歳　　出　　合　　計 476,404

132,412

126,295

126,293

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円 千円
国県支出金

計

 千円  千円

款 補正前の額

 千円

補　正　額
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風力発電事業特別会計

1 29,098 29,099計

前年度繰越金 29,0981

２　　歳    入

1 1 29,098 29,099繰越金

 千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

　３款　繰越金

　１項　繰越金

 千円

29,098千円

29,098千円

 千円

目 補正前の額 補　正　額 計
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風力発電事業特別会計

0126,293107,481 18,812計 0 18,8120

18,812　　　一般会計繰出金出金
18,812  1 一般会計繰出金

○商工港湾課18,812 18,812繰出金2718,8121 一般会計繰 107,481 126,293

18,812千円　４款　諸支出金

　１項　一般会計繰出金 18,812千円

0126,295107,482 18,813計 0 18,8130

18,813　　　風力発電施設管理基金積立金
18,813  1 風力発電施設管理基金積立金

○商工港湾課18,813 18,813積立金2418,8131 基金積立金 107,482 126,295

18,813千円　２款　基金積立金

　１項　基金積立金 18,813千円

0132,412140,939 △8,527計 0 △8,5270

△8,527　　　保険料業費
△8,527  1 風力発電施設管理事業

○商工港湾課△8,527 △8,527役務費11

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

　１款　風力発電事業費

　１項　風力発電事業費 △8,527千円

△8,5271 風力発電事 140,939 132,412

△8,527千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

目 補正前の額

 千円

補正額

地方債

計
区　　分

 千円 千円  千円  千円

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

３　　歳    出

 千円  千円 千円 千円

- 7 -



 

      

議第６２号 

 

 令和５年度酒田市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和５年度酒田市の駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,265千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ27,236千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して

使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為への追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

  令和５年９月２９日  提 出 

 

                      酒田市長  矢 口 明 子 
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3 1 2,265 2,266

1 繰越金 1 2,265 2,266

24,971 2,265 27,236

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

- 2 -



2 6,156 2,265 8,421

1 基金積立金 6,156 2,265 8,421

24,971 2,265 27,236

歳　　出

基金積立金

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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１　総　　括

（歳　　入）

3 繰越金 1 2,265 2,266

24,971 2,265 27,236歳　　入　　合　　計

 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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（歳　　出）

地　方　債 そ　の　他

2 基金積立金 6,156 2,265 2,265 0

24,971 2,265 0 0 2,265 0歳　　出　　合　　計 27,236

8,421

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円 千円
国県支出金

計

 千円  千円

款 補正前の額

 千円

補　正　額
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駐車場事業特別会計

1 2,265 2,266計

前年度繰越金 2,2651

２　　歳    入

1 1 2,265 2,266繰越金

 千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円

　３款　繰越金

　１項　繰越金

 千円

2,265千円

2,265千円

 千円

目 補正前の額 補　正　額 計
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駐車場事業特別会計

08,4216,156 2,265計 0 2,2650

2,265　　　駐車場整備基金積立金
2,265  1 駐車場整備基金積立金

○都市デザイン課2,265 2,265積立金24

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

　２款　基金積立金

　１項　基金積立金 2,265千円

2,2651 基金積立金 6,156 8,421

2,265千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

目 補正前の額

 千円

補正額

地方債

計
区　　分

 千円 千円  千円  千円

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

３　　歳    出

 千円  千円 千円 千円
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